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平成２９年度 広島県がん対策推進委員会 第１回会議 議事要旨 

 

１ 日 時：平成２９年６月５日（月）18：00～20：30 

２ 場 所：県庁北館第１会議室 

３ 出席者：荒川委員，井上委員，岡崎委員，河野委員，児玉委員，佐々木委員，杉山委員， 

園田委員，土肥委員，豊見委員，檜谷委員，古本委員，本家委員，安井委員 

４ 報告事項 

(1) がん対策推進基本計画の構成について 

５ 協議事項 

(1) 第３次広島県がん対策推進計画の骨子（案）について 

６ 担当部署 

  広島県健康福祉局がん対策課計画推進グループ 

  ＴＥＬ：０８２－５１３－３０６３（ダイヤルイン） 

７ 議事要旨 

開会  委員１５名中１４名の委員が出席し，広島県がん対策推進委員会設置要綱第

５条第２項の規定により，会議が成立したことを確認して開会。 

 

菊間局長 

挨拶 

 平素からがん対策を含む広島県の健康福祉行政について，格別のご尽力をい

ただいていることについて，この場をお借りして，改めて厚く御礼申し上げる。 

 昨年の７月に，この委員会に対して第３次広島県がん対策推進計画の審議を

お願いしているところである。 

 その後，国においては，次期がん対策推進基本計画の素案が示され，「がん

患者を含めた国民が，がんを知り，がんの克服を目指す」ということをスロー

ガンとし，３つの全体目標として，「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診

の充実」，「患者本位のがん医療の実現」，「尊厳を持って安心して暮らせる社会

の構築」を掲げている。 

 これから，県の計画について皆様とともに，取組を含めて議論していただき

たいと考えている。 

 本日は，国の次期計画の素案を踏まえて，本県の次期計画の骨子案について，

審議していただきたいと思う。 

 各委員の皆様方のそれぞれの立場から忌憚のないご意見をいただくようお

願いする。 

 

報 告 事 項 

(1) 

 がん対策推進基本計画の構成について 

 資料 1により事務局から説明 

 

委員  過去５年間で課題がクリアされた訳ではなく，それに付け加えてがんの遺伝

子の解析とそれに対する治療の推進，また，免疫チェックポイント阻害薬が出

てきて，支持療法も加わっている。現行計画では小児がん拠点病院が指定され

たが，小児から少し年齢が上がったＡＹＡ世代，超高齢化社会に向けた高齢者

のがん対策が注目され，ライフステージに応じたがん対策が盛り込まれた。が

ん相談，緩和ケアについては，かなり実績が上がりＰＥＡＣＥ研修の受講者も

増えてきているががん診療に携わる者の 90％以上の受講という目標は達成で
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きていないので，引き続き取り組んでいきたいと思っている。がん教育につい

ては，６月には県内６カ所で実施を予定し，10 月には教育主事の先生に対し

てがん診療連携拠点病院の医師による研修会を開催することとなっており，引

き続き取り組んでいきたい。 

 

委員  がん対策推進基本計画ができて１０年が経ち，次期計画は１１年から１６年

目となるが，振返ってみると第１期はがん対策基本法が制定され，計画につい

て６カ月以上議論はされたが，がん対策をどこから始めるかといった感じで急

いで計画を策定したという印象である。それから５年が経ち，対策が行き届い

ていないところが改めて浮き彫りになってきて，それらを第２期で加えてきた

という中で，次期計画は当初の計画と比べてかなり中身が深まってきたという

印象である。そうした中で全体目標の２番目，３番目においては，社会との関

連，体制整備をこれからどうやって患者中心に家族へのサポートを含めて，

様々な社会の資源と連携しつつ組み立てていくのか，といったことが出てきて

いるのではないかと思う。 

 

委員  国の現行計画では緩和ケアが別建てになっていたが，次期計画では「がんと

の共生」の中に盛り込まれることになっている。これは緩和ケアが以前の終末

期というイメージから，診断時からということが広がっているという事象では

ないかと理解している。「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」の「尊

厳を持って」というのは非常に哲学的で難しいかもしれないが，まずは心身の

苦痛をとることが大事だと思うし，その上で一人ひとりの意向を尊重するとい

うことが「尊厳を持って」という意味ではないかと理解している。 

 

委員  国の第１期計画，第２期計画では，医療を充実させるということが一番の課

題であったが一定程度整備され，次に出てくるのは患者，家族の日常生活，社

会生活の課題である。疾病だけでなく生活の面で，小児がんの患者には教育機

会の確保，働く世代の患者には就労の継続，高齢の患者には生活と療養の課題

がある。次期計画ではこれらに切れ目なく対応し社会的にどう支えるかについ

て盛り込まれている。「尊厳を持って」ということであるが，哲学，倫理学の

本を読んでいると，尊厳のある人，無い人の考え方は，近代以前においては，

知識があって知的である人，つまり人格があって判断ができる人と定義されて

いる。しかしそれが自力でできなくなった人についても尊厳があるということ

で，例えば知的障害者のノーマライゼーション，インテグレーションというこ

とがあるが，そういうものががん患者についても，今までできたことができな

くなっても，その人がその人らしく人間として尊重される，といった様な社会

を作り上げていけば良いのではないかと思う。 

 

委員  国の次期計画を見て非常に感じるのは，いわゆる国民，一般の人ががんに対

して自分の問題であると考えて自分でできることをしっかりやる，ということ

を強調していることである。もう一つは在宅の看取りであるが，病院やかかり

つけ医，地域社会全体と連携しながら在宅の看取りに対して真剣に考える時期

に来ていると計画の中にほんのりと浮かんでいると感じる。 
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委員  国の次期計画については，目標を含めて非常に良くできており異論はない。

現行計画と比べて具体的になっていると感じる。この具体的なものに対して，

医師会として関与できることは積極的に取り組んでいきたい。 

 

委員  国の次期計画においては，具体性のある全体目標から具体的な取組が盛り込

まれており，今後の指標が更に出やすい計画になっていると思う。看護の領域

では主にサバイバーシップケアとして，相談，共生の分野でどのような役割を

果たしていくのか，具体的に打ち出せれば良いと思う。 

 

委員  近年，がん医療が非常に進んで患者団体にとっても希望が持てる状況になっ

てきている。在宅については，国の施策としてそうならざるを得ないところは

あるが，もっと市民に届くようにしていかないといけない。 

 

委員  国の次期計画の中で歯科医師として関与できるのは，チーム医療，がんのリ

ハビリテーション，支持療法だと思うが，本県の周術期の口腔ケアの提供件数

は全国で断トツの一位である。それでも提供しているのは，歯科医療機関数の

約 10％の 160施設程度であり，もう少し頑張らないといけないと思う。 

 

委員  がん検診サポート薬剤師は，がん予防，がん検診に重点を置いて取り組んで

いるが，薬物療法の副作用のコントロールが薬剤師の重要な役割となってきて

いる。薬物療法は主に外来で実施されるが，抗がん剤の副作用が生じるのは在

宅である。今後は注射による薬物療法も在宅での実施が考えられるので，この

ことへの対応や緩和ケアを含めて薬剤師会において考えて取り組んでいかな

いといけないと感じている。 

 

委員  市町の役割としては，がん予防とがん検診の充実であると思うが，国の次期

計画の全体目標にも記載されている。市町においてもしっかり取り組むことが

重要であると示されており，この方向で良いと思う。 

 

委員  国の次期計画において，個別の具体的なキーワードが出てきていることが特

徴であると思う。 

薬物療法が意味するのは分子標的薬，免疫チェックポイント阻害薬である。

がんゲノム医療についても随分先の話だと思っていたが研究が進んできて，今

後６年間で実践に移していこうと宣言している。現在，約 100の分子標的薬が

ある遺伝子変異を網羅的に次世代シークエンサーで調べることが可能となっ

ており国立がん研究センターを中心に進められているが，先日の新聞で報道さ

れたように具体化しようとしている。また，日本癌治療学会，日本癌学会，日

本臨床腫瘍学会が合同で次世代シークエンサーを用いたがんゲノム医療のガ

イドライン，ガイダンスを，私も委員であるが今年の秋ぐらいまでに作って約

１００のパネルを薬事承認，保険収載し，ここ１年で導入されるようになると

思う。 
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委員  国の次期計画は具体性が出てきて目標を立てやすいようなものになってい

る。これはそれを裏付けるデータが集まっているということだと思う。その中

でがんの一次予防，がん検診については，「科学的根拠に基づくがん予防・が

ん検診の充実」とあるが，これは科学的根拠のある，即ちプラスのデータがあ

るものだけを推進することを強く求めている。一部のデータだけがプラスのも

のについては導入しない，それを導入すると結果的に科学的根拠のある取組が

不十分となる。 

 

委員長  国の次期計画においては新しい項目が多く加わるとともに，具体的なことま

で言及されている。概ね皆さんの意見は良い計画になっているということだと

思う。色々な治験が実施されたり新しい考え方の薬が出てきていることも影響

していると思う。 

 

協 議 事 項

(1) 

 第３次広島県がん対策推進計画の骨子（案）について 

 資料２－１，２－２により事務局から説明（基本理念，目指す姿等） 

 

委員長  県の次期計画の目指す姿（将来像）にがんによる死亡者の減少を入れるべき

かどうかについて意見をお願いしたい。 

 

委員  がんで死亡する県民を減少させるというのは非常に大きな目標になるとは

思うが，例えば脳卒中で亡くなる人を増やすという意味なのか。年代ごとの死

亡率を算出して日本人がこれぐらい余命を持っていて寿命がこれぐらいとい

うものがある中で，県として平均より良くすることが「がん対策日本一」とい

うことではないのか。がん予防により発症を抑えて治療レベルも高いというこ

とであれば理解できるが，がんで死亡する県民の減少というのは，他の原因で

死亡する人が増えればがんによる死亡者は減るわけで，理念的には非常に分か

りやすいが国が次期計画の全体目標としなかったのは，そういうことがベース

にあるのではないかと思う。 

 

事務局 

 

 国及び県の現行計画では，高齢化の影響があるため７５歳未満の年齢調整死

亡率を全体目標として設定している。国が次期計画においてがんによる死亡者

の減少を敢えて全体目標に掲げなかった理由としては，明確に何をすれば死亡

率がどれだけ下がるという根拠付けが難しいということもある。 

 

委員  例えば，「がん対策日本一」というのは，他県に比べてがんによる死亡者が

少ないというのが言えれば良いことである。その根拠付けができないから国の

次期計画から外された訳であり，一見後退したように見えるが実際には非常に

進歩している。 

 

委員長  結局，明日なくなるかもしれない人にオプジーボを投与し続けるのか，とい

うことにつながる，また，尊厳との兼ね合いもあるのではないかと思う。 

 

委員  第１期計画，第２期計画では，とにかくがんで死亡する人を減らすという目
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標設定だったものを次期計画ではエビデンスに沿った最高の取組によりがん

患者を減らして究極的に死亡率が減っていくという予防，検診の充実を掲げて

いる。このことに広島県がこれからどれだけ力を入れていくかということを示

すべきである。がんで死亡する人を減らすという目標設定よりもがん予防を広

島県民にどれだけ推進していくかという第１案を推挙する。 

 

委員  私はがんによる死亡者の減少を目標として残すべきだと思う。広島県は「が

ん対策日本一」を標榜しており，何を持って日本一と言えるのか，死亡者数が

少ない，死亡率が低いというのは一番分かりやすい。今までずっと目標として

掲げてきたものを外すべきではないと考える。がんによる死亡者の減少は色々

な取組の結果であり，予防，検診はそれを達成するための手段である。 

 

委員  がんによる死亡者を減らすというのは大きな目標であって対策としての具

体性はそこには表れてこないと思う。例えば広島県のがん対策が日本一であれ

ば，その結果がんによる死亡者が減少するということは，理念として同じこと

である。がん対策の結果として，がんによる死亡者の減少は起きるはずである。 

 

委員 がんによる死亡者を減らすという目標を考えた時に，死なないのが良いの

か，そうではなくて，どう豊かに人生を送るかが問題で長さの問題ではないと

思う。どうやっても生かすという風には家族は思っていない。そこが国の次期

計画の全体目標の尊厳の文章に表れているのではないかと思う。 

 

委員 私は第１案に賛成である。国の次期計画では，第１期，第２期の計画と違っ

て具体的な項目がかなり詳細になってきており，目指すべきものをどうしたら

いいかということが記載されている。それは今までの経験を踏まえて出てきた

もので，最初の頃はその辺の議論が十分できていなかったし，とにかく大きく

掲げるものとして「がんによる死亡者の減少」が出てきたのではないかと思う。

科学的根拠に基づくがん予防，がん検診を実施すれば結果的にがんによる死亡

者数は減少してくると思う。具体的に何％減少させるという目標を出すより

も，そもそも，広島県は目標を達成し，国は達成できなかったのは，乗り越え

られない色々な問題があったから，そういう結果になったのではないかと思

う。今回の受動喫煙の問題にしても，我々はどんどん進めていくべきと考えて

いるが，国の政治家が絡んで政治的な問題となった場合は，なかなか計画とし

て進められないということが裏にあるのではないかと思う。それなら具体的な

取り組むべき課題をクリアしていけば良いのであって，敢えて数値目標を掲げ

なくても良いのではないかと思う。 

 

委員 私も第１案に賛成である。尊厳死というのは死なせるという意味で使われて

いるが，そうではなくて，緩和ケアを勧めている訳でもない。こうした言葉に

ついてしっかり理解したうえでがん対策を進めて，その結果，がんによる死亡

者が減るということで良いのではないかと思う。 

 

委員 私も第１案に賛成である。科学的根拠に基づくがん予防・がん検診を充実す
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ることによって，若くしてがんで死亡する県民を減少させたいというのが本音

だと思う。８０歳，９０歳の人にがん検診を充実させても予防にはならない。

年齢にあった治療法の選択，緩和ケアの提供が必要ではあるが，根幹は若い人

のがんの死亡率を下げたいのが本音であり，そのためには，がん予防・がん検

診に重点的に力を入れることが一番大切だと思う。 

 

委員 国の次期計画の全体目標には副題が付けられているが，県の次期計画の目指

す姿には付けないのか。副題として「がんを知りがんを予防することによって，

若くしてがんで亡くなるものを減らす」を付け加えれば良いのではないか。 

 

事務局 

 

今後示す素案にしっかり記載したいと考えている。 

 

委員 私も第１案に賛成であるが，国の次期計画の全体目標の中で「科学的根拠に

基づく」という言葉が医療に付いていないことに不安を覚えている。予防・検

診には「科学的根拠に基づく」という言葉が付いているが，科学的根拠に基づ

かない医療，治療がこれから問題となってくる部分もあると思う。がんの死亡

率については，がん対策を実施した後の最終的な結果として示せれば良いので

はないかと思う。 

 

委員 県の現行計画においては，目指す姿にがんで死亡する県民の減少としてがん

の死亡率を 80.5人から 72.5人に減少させる目標を設定し達成している。今ま

で掲げてきた目標を無くして科学的根拠に基づくがん予防・がん検診とするこ

とに理解が得られるよう記載に工夫がいると思う。結果としてがんの死亡率は

ずっと減ってきているということをきちんと示さないといけない。県の次期計

画では，もっと具体的にがん予防・がん検診に取り組むということをきちんと

書き込まないとがんの死亡率を下げるという旗を下すと受け取られかねない

と思う。 

 

委員 大変難しい問題だと思うが，本文に具体的なところを書き込んだうえで，第

１案で良いのではないかと思う。「科学的根拠に基づく」という言葉が医療に

付いていないことについては，忸怩たるものがある。 

 

委員 ７５歳未満の年齢調整死亡率であれば，もっと下げていくという目標を設定

することは悪いとは思っていない。一方で寿命が延びればがんの死亡者は増え

ていく。７５歳未満の年齢調整死亡率を下げるというのは，もっと大きな目標

であって，そういう意味では４つ目標があっても良いのではないかと思う。 

 

委員長  ほとんどの方が第１案に賛成ということなので，第１案ということにさせ

てもらいたい。ただし，本文等のところで，がんによる死亡者を減少させると

いう目標を下したわけではないということを担保できるように文言を考えて

盛り込んでもらいたい。（第１案を承認） 

 

委員長  県の次期計画の目指す姿（将来像）の「２ 患者本位のがん医療の実現」，



~ 7 ~ 

 

「３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」について意見はないでしょ

うか。 

 「患者本位のがん医療の実現」というのは，患者が望む医療を全て提供する

ということに囚われ過ぎて医療界が混乱しているところもある。患者が望む医

療を提供するということもあるが，医師が必要と認めたものを提供することが

基本であり，患者が望む医療を全て提供することは基本ではない。 

 「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」は極めて重要である。アップ

ルの創業者であるスティーブ・ジョブズが６年前に膵臓がんで亡くなったが，

彼は全ての文献を調べて自分の状態が手術，化学療法等の治療をしてもしなく

ても同じということで，あらゆる治療を拒否して１年後に亡くなった。それが

悪いのかというと，なかなかそうとは言えない状況である。そういう意味では

２，３に掲げる目指す姿は対になっているという気がする。 

 

委員  国の次期計画の全体目標にはサブタイトルが付いており，それが重要とい

う気がする。それが無いと誤解を招くのではないか。 

 

事務局 

 

委員の言うとおりであり，国の次期計画の全体目標にはサブタイトルが付い

ているのはもちろん説明文も付いている。県の次期計画においてもこれに沿っ

た形で盛り込むよう考えている。 

 

委員 先ほどから言われているように，国の次期計画が大変わかりやすく良くなっ

ているという表れだと思うが，例えば，２番目の全体目標は患者の望む治療を

全て提供するのか，ということがあるし，３番目の全体目標は患者が治療を拒

否したら治療をしないのかといった誤解される面も多いと思うので，目指す姿

にこれらを掲げたうえで誤解を受けないよう捕捉する文章を盛り込むことが

現実的ではないかと思う。 

 

委員  「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」についてであるが，現在，地

域包括ケアが非常にわかりやすくなってきており，医療，介護，福祉，産業保

健等の支援が具体的に記載されているが，がんに罹った患者に対してどういっ

た支援が必要かについて国の第２期計画までは具体的なものがなかった。次期

計画では尊厳を持ってということで，在宅で何もしないということではなく，

訪問看護師が患者のもとに行って就労支援も行うという，がんと共生するとい

うことは非常に意味深く，がんに罹ってもより良い生活を送る，ＱＯＬを高め

るために我々が支援していける社会を作っていこうということが，地域共生社

会として明確に示されており，各分野の支援する人の連携も示され分かりやす

いし，更に具体的に何をするのかを県の次期計画において示せれば良いのでは

ないかと思う。 

 

委員  県の次期計画の目指す姿を「患者本位の適切ながん医療を受けられる体制を

充実させる」，「がんになっても自分らしく尊厳を持って生きることのできる地

域共生社会を実現させる」としてはどうか。言葉を省略すると様々な意味が出

てきて良さが失われる可能性が出てくると思う。 
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委員  「患者本位のがん医療の実現」からビッグデータや人工知能には普通の人は

なかなか辿り着かない。国の案を読むと個別化医療やプレシジョンメディシ

ン，いわゆる精密医療，最適医療に特化したような話となっているが，県とし

てそれで良いのかという気がする。「患者本位のがん医療の実現」には患者に

寄り添う医療，患者の意思を生かす医療ということが含まれるのではないか。 

 

委員  ２番目，３番目の目指す姿は，ほとんど良くできていると思う。県が現行計

画で掲げている６つの柱が網羅されており，これをより具体的，重点的に実施

すべき取組が明確になったことで良い方向に向かったと思っている。 

 

委員  私もゲノム医療，人工知能について違和感があると感じている。それは研究

者として徹底的にがん治療を研究し，あるいは先進的に取り組むことは大事で

あると思うが，患者本位の治療とは少しそぐわない印象を受けている。 

 

事務局 

 

 これは国の計画として記載されているものであり，県においては県として相

応しいものに置き換えた記載にしたいと考えている。本日は，大きな項目，方

針として承認いただき，その内容については次回に提示させてもらいたい。 

 

委員長  目指す姿の２番目，３番目について，皆さん賛同いただけたと思います。た

だし，記載する文章については分かりやすく広島県に相応しいものにしてもら

いたい。（目指す姿の２番目，３番目について承認） 

 

協 議 事 項

(1) 

 第３次広島県がん対策推進計画の骨子（案）について 

 資料２－２，２－３により事務局から説明（予防，検診分野） 

 

委員  「がん検診の受診率向上」にある「意識段階に応じた普及啓発」とはどうい

う意味か。 

 

事務局 

 

 現行計画にも掲げているが，県民の意識段階をがん検診に関する無関心期，

関心期，準備期に分け取組を進めている。現在，無関心期に対してはデーモン

閣下を起用したインパクトのあるがん検診の普及啓発，関心期に対しては市町

が実施するがん検診のコール，リコール，準備期に対しては市町における受診

しやすい環境づくりとして，レディース検診，土，日曜日に検診日を設定する

など工夫をしている。それぞれの意識段階に応じた取組を実施するということ

である。 

 

委員  「感染症対策の強化」にある「肝炎ウイルスへの新たな感染の防止」とは具

体的には何か。 

 

事務局 

 

 「肝炎ウイルスへの新たな感染の防止」とは，若年層の性交渉による感染に

関する普及啓発とＢ型肝炎ワクチンに関する情報提供及び必要性についての

広報を考えている。 
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委員  それは重要なことだと思うが，がんの一次予防としては「肝炎ウイルス検査

の受検促進」を「感染症対策の強化」の一番に掲げてはどうか。全国的に肝炎

ウイルスの受検が不十分ということが問題となっている。広島県においては，

ここ数年肝がんの発症が減ってきており肝炎対策の効果が出ていると思うが，

現時点において効果を上げる具体的な対策としては，「肝炎ウイルスへの新た

な感染の防止」より重要であると考える。 

 

委員長  例えば献血の際に必ず肝炎ウイルス検査を実施するが，陽性の検査結果を送

付しても殆ど受診につながっていない。病院において入院，手術の際に必ず肝

炎ウイルス検査を実施するが検査結果が伝達されていない。また，ある程度の

補助が受けられるのに受診していない者が大勢いることは事実である。このこ

とに肝臓の専門家は頭を痛めている。注意喚起する必要があるのではないか。 

 

委員  県の次期計画の「たばこ対策の強化」の中に国の次期計画にある「妊産婦や

未成年者の喫煙をなくすための普及啓発」が盛り込まれていないのはなぜか。 

 

事務局 

 

取り組まないということではなくて，県の次期計画では，「喫煙による健康

被害についての普及啓発の推進」の項目の中で盛り込むよう考えている。 

 

委員  「がん検診の受診率向上」について，国の次期計画には 10 項目掲げている

が県の次期計画は３項目になっているのは国の掲げている取組を３項目の中

で具体的に盛り込むということか。 

 

事務局 

 

そのとおりである。取り組まないということではない。 

 

協 議 事 項

(1) 

 第３次広島県がん対策推進計画の各分野の方向性について 

 資料２－２，２－３により事務局から説明（医療分野） 

 

委員 ビッグデータや人工知能を活用した医療については，現在の人工知能の発達

を考えると学習効果も加わって大変な勢いで進化している。６年先には外科手

術に人工知能を組み合わせるとロボットが外科手術を実施できる時代が来て

いるのではないか。県の次期計画に掲げられていないのはなぜか。 

 

事務局 

 

ビッグデータや人工知能を活用した医療については，国が主導して研究，開

発すべきであり，県が主導して取り組むのは困難であると考えており県の次期

計画には掲げていない。こうした治療法が確立すれば普及に取り組むものと考

えている。 

 

委員 国の次期計画にある「がん医療の均てん化の促進」は県の次期計画には掲げ

ないのか。 

 

事務局 県の次期計画の「１ 医療提供体制の充実強化」の中の「がん診療連携拠点
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 病院の機能強化」の項目の中でがん医療の均てん化，集約化について，国の計

画を踏まえて盛り込むよう考えている。 

 

委員 「２ 医療内容等の充実」についてであるが，「病理診断の充実」を最初に

掲げるべきである。病理診断がないとがんかどうか分からず診療にならない。

２番目に手術療法，次に，日本にはがん患者が１２０から１３０万人いると言

われているが，そのうち１００万人が薬物療法を受けている。ということで，

薬物療法，次に放射線療法の順番が良いのではないか。 

 

事務局 

 

 現行計画も同様であるが，「医療内容等の充実」に掲げる診断，治療法等の

順番は国計画のとおりである。 

 

委員 病理診断の充実は重要であり，化学療法においても個別化医療が進むとペル

オキシレドキシンなど，病理診断の役割は重くなってくる。病理診断の充実を

考えた時に国の次期計画には「より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断

を提供する体制を強化する」とあるが，特に希少がん，難治性がんといった症

例数があまり多くないものについては，日本病理学会と国立がん研究センター

にコンサルテーションできる体制を整備していくということである。 

病理専門医は広島県のみならず全国的に不足しており，日本病理学会として

対応しないといけない大きな課題であるが，現在 2,368人しかいない病理専門

医をたちまち 3,000人にしようとしている。そのため，診療報酬の改定の度に

評価を上げてもらっているが，今後も学会として努力していかないといけな

い。 

 

委員 広島県は岡山県と比べて人口当たりの病理医数がかなり少ない。これが今後

も続くと臨床の立場からすると非常に困る。がん治療は病理診断がないと始ま

らない。治療医だけでは何もできない。 

 

委員 県のふるさと枠として，知事が指定する診療科に病理診断が入っており，広

島大学医学部の学生が来年入局の予定である。この他にも後期研修医が５名 

おり，近いうちに配置できるようになるのではないかと思っている。 

 

委員長 全部が病理というわけではないが，ゲノム診断は非常に重要で抗がん剤の選

択はほとんどゲノム診断をもとに実施されておりゲノム診断がないと使えな

い抗がん剤もある。 

 

委員 私は 20 年前ぐらいから内科診療においてゲノムを見ながら治療を変えると

いう最先端のことをしていたが，ようやく普及する段階に間もなく来るという

状況である。 

 

委員 現在，ゲノム診断と薬がかなりアンバランスになっており，100種類ぐらい

は簡単に次世代シークエンサーにより分かっているが，薬がそれにマッチして

いない。更に進んだゲノム医療というのは第一相試験において最初に人に投与
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されたような薬もすぐに合う人に投与できるような体制を整備することであ

り，ゲノム医療の充実と言えるのではないか。もうすぐそういう時代が来るの

ではないかと思う。 

 

委員長 そうなると，薬の岩盤規制を取払ってもらわないといけない。一度，薬の添

付文書に加わると絶対に変わらないということがあるので，意味の無い遺伝子

検査をしているという面もある。 

 

委員 基本理念に「「県内のどこに住んでいても，どんながんであっても，必要な

手立てや情報を受けることができ，安心して暮らせる広島県」を目指し，総合

対策を強化する。」とあるが，現在の拠点病院の機能で山間部も含めて全ての

地域においてがん医療が提供できているのか。均てん化が図られていると言え

るのか。 

 

事務局 

 

広島県の７つの二次保健医療圏の全てに国指定のがん診療連携拠点病院が

整備されており，表面的には医療提供体制が整っていると言えるが，例えば県

北であれば三次，庄原地域ではがん診療連携拠点病院は三次中央病院があるだ

けなので，そこは仕組みについて考えないといけないと認識している。 

 

委員 国の次期計画の目指す姿に「患者本位のがん医療の実現」とあるが，現行計

画では「患者本位」という言葉は使われておらず，それが加わったということ

は，これまでは患者本位ではなかったのか，また，何を目指しているのか。 

 

事務局 

 

国の次期計画の全体目標に「患者本位のがん医療の実現」が盛り込まれた経

緯は確認できていないが，まだまだ医療を受ける患者にとって，その意思より

も治療医の方針が優先されているのではないか，インフォームドコンセント，

セカンドオピニオン等が行き届いていないという状況があるのではないかと

考えている。 

 

協 議 事 項

(1) 

 第３次広島県がん対策推進計画の各分野の方向性について 

 資料２－２，２－３により事務局から説明（がんとの共生分野） 

 

委員 これまで 2 期 10 年緩和ケアが推進されてきて，広島県緩和ケア支援センタ

ーの取組の成果として，緩和ケアという考え方が大分浸透してきたと思うが，

看取りを実施している病院，拠点病院における治療が終わった後に療養する病

院や在宅における緩和ケアはまだまだという状況なので，今後，緩和ケアの拠

点化の推進，その周辺の緩和ケアの充実について次期計画に盛り込んではどう

かと考えている。また，施設と在宅の緩和ケアを如何に繋ぐかという連携がこ

れからの大きな課題であると考えている。 

また，県として平成 25 年度から 4 年間，在宅緩和ケアコーディネーターの

配置を含めて在宅緩和ケア推進モデル事業を実施してきた。そのモデル事業に

おいては，がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターにコーディネーター

を配置するケースと地区医師会の中に配置するケースがあった。それぞれの地
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域の事情によるためどちらのケースが良いとは言えないが，新たに人員を配置

することはなかなか難しいので現在配置されているＭＳＷや看護師等が担っ

た方が円滑に進むのではないかと思っている。そうなると益々がん診療連携拠

点病院に負荷がかかってくるのではないかと思う。国としては，がん診療連携

拠点病院に設置が義務付けられている緩和ケアセンターに調整員の配置を考

えている。これは県が想定している緩和ケアコーディネーターの役割と重複す

るところがあるので，今後詰めていきたいと考えている。 

委員 相談支援，情報提供についてであるが，地域包括ケアにおいて，現在，医療

と介護についてまとめているので，その成果を次期計画に盛り込むべきであ

る。がん相談支援センターを含めて，在宅，救急医療等もあるが，その成果が

はっきりしているのであれば，あるべき姿について整合性が取れるのではない

かと思う。 

がん相談支援・情報提供推進会議において意見が出ているのは，がん診療連

携拠点病院の中でがん相談支援センターの機能について広報が十分でないと

いうことである。県立広島病院では取組が実施されていると聞いているが，主

治医が治療を提供した後の生活面や心理的な支援が必要な患者にがん相談支

援センターを紹介する仕組みの構築についてがん診療連携拠点病院において

取り組むべきである。 

がん患者等の就労を含めた社会的な問題についての意見では，がん相談支援

センターにおいてハローワークによる出張相談を行っているが，あまり上手く

いっていないという報告がある。広島大学病院ではハローワークによる相談の

利用が減ってきている。その理由としては，ハローワークの仕組みは自分で自

分のキャリアを形成できる，求人，求職の仕組みを利用できる人は良いが，が

ん患者の多くは職場の労働条件や仕事の内容が合わず調整が必要であり，ハロ

ーワークでは対応できないのではないか，という意見が出ている。また，個々

の事業所が就業規則を改正するといっても限度がある。例えば子育て中，ある

いは介護をしている従業員の短時間労働が法制化されており，それによって事

業所は制度化している。がん等の長期療養が必要な従業員について国が法制化

しないと事業所の努力だけでは就労支援は進まないと思う。 

 

委員 広島大学病院の小児科には臨床心理士が 2から 3人配置され，小児がんの患

者の心理的な問題のケアをしており，国も養成しようとしているが，人数が全

然足りていないので均てん化までは進まないと思うがどうか。 

 

委員長 これは人員の配置に要する費用の問題があり，診療報酬で評価されれば広ま

っていくと思う。 

 

委員 がんセンターにおいても基本的に人が足らない。特に地方のがんセンターは

厳しい。国は計画を推進するため，がん診療連携拠点病院の指定要件を設けて

いるが，なかなかこれを満たすことは難しい。私が栃木県立がんセンターの所

長をしていた時は，地方公営企業法の一部適用で法的に縛られた人事システム

であり難しかったが，今は地方独立行政法人になっているので，管理者のやる

気があって採算が取れれば対応できるようになっている。しかし補助金等の財



~ 13 ~ 

 

源の裏付けがないと現実にはなかなか難しいと思う。 

広島県は緩和ケアの人材は育っているが，維持するための財政的な支援が必

要であると思う。広島県の緩和ケアは全国的にもリードしている分野なのでぜ

ひ進めてもらいたい。 

 

委員 各がん診療連携拠点病院には相談員が 2名以上配置されており，そのうちが

ん相談支援センターに専任で配置されているのが半分，地域連携部門と兼務で

配置されているのが半分となっている。次期計画においては，「尊厳を持って

安心して暮らせる社会の構築」を目指すこととしているが，相談員を確保しな

いと上手くいかない気がする。 

在宅緩和ケアコーディネーターにしても，がん患者の在宅緩和ケアについて

責任を持つ人がいないと上手くいかないのではないか。地域包括ケアとして高

齢者のケアを関係者が連携して提供することになっているが，最後に誰が責任

を持って調整するのか，権限，信頼を含めて人的な配置をどうするのかが課題

であり，この点を整理する必要があると思う。 

 

委員 私が所属しているＮＰＯ法人の中に在宅医もいるが，その方に話を聞いても

あまり良い話は出てこない。患者が治療を受けた病院と家族，在宅医，がん相

談支援センター，訪問看護師など関わる人は多くいるが，それぞれの役割がさ

っぱり分からない。計画を策定する際には関係者全員が集まって，どう関わる

のかの役割の骨組みを決めないとなかなか上手くいかないのではないかと思

う。 

 

委員 がん診療連携拠点病院と一般病院でがんの治療をして看取りまで，訪問看護

等を介護支援専門員が間を取り持ち地域包括ケア支援センターも関わってい

るが，関係者それぞれの役割の連携が本当に重要であると思っている。今後，

超高齢化社会の中でがん患者の緩和ケアの領域で拠点病院の充実，在宅緩和ケ

アコーディネーターの育成も非常に重要であるが，実際に多くのがん患者を診

ている一般病院において緩和ケアを提供できるよう分かりやすいフォーマッ

トを作って，どこの施設が見ても広島県において緩和ケアをどのように提供し

ようとしているのか理解され，医師，看護師等に分かりやすいものが提示でき

れば良いと思う。がん患者にとって拠点病院の充実さと同様，一般病院におい

ても緩和ケアが更に進むと良いと考える。在宅での療養体制の構築について訪

問看護ステーションが頑張っているが，こうしたことについても県の次期計画

に盛り込んでもらいたい。 

 

委員長 結局は十分な人員を配置できるような診療報酬体系になっていないので体

制が不十分ということである。日本ではどこで提供しても提供内容が違ってい

ても同じ医療費ということで難しい面もある。 

 

委員 一般病院における緩和ケアについては，実態を把握できていない状況なので

把握するところから始めないといけない。地域における関係者の役割が確立さ

れていないということであるが，実際に患者のケアに関わる中で医療だけでな
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く介護も含めて事例検討会を通じて顔の見える連携が少しずつできているの

で引続き推進し，形だけを整えるのではなく実践的なことも進めていく必要が

あると思う。 

 

委員 在宅医療・介護連携推進専門委員会はどういうメンバーで検討が進められる

のかが非常に大事であると思う。今は全くそれができていないと思うので，在

宅療養に関わる訪問看護師等の関係者が多く参画したうえで検討するようお

願いしたい。 

 

事務局 

 

 在宅医療・介護連携推進専門委員会は地対協に設けられた専門委員会である

が，医療分野に福祉，介護分野を加えた多職種の専門家による会議体である。 

 

委員 現在の在宅医療は，これに関わっている人の特別なエネルギーによって連携

が上手くいっているところもある。県が軸になるかどうかは分からないが，誰

かが軸になって在宅医療を推進していかないといけない。 

 

委員 私が在宅医療・介護連携推進専門委員会の委員長を務めているので，ご意見

を十分踏まえて検討したいと思う。在宅療養については多職種連携と市町の在

宅医療・介護連携推進事業の 8項目が非常に大事であるので，県，市町，県医

師会，地区医師会と連携し，県歯科医師会，県薬剤師会，県看護協会と一体と

なって進めていこうと考えている。 

 

委員 広島大学病院では緩和ケアセンター，がん相談支援センターを運営している

が，間を取り持つ看護師として，病棟，外来のそれぞれにリンクナースを配置

しがん看護外来に繋げている。この取組により以前と比べてがん相談支援セン

ターとも上手く繋がっていると思う。こうした取組を外に向けて発信し広めて

いきたいと考えている。 

ライフステージに応じたがん対策についてであるが，ＡＹＡ世代への支援と

いうと小児がんからＡＹＡ世代に移ったがん患者の長期フォローアップとい

う視点ばかりが強調され，例えば 15 歳 1 か月の小児がんの患者は，診療報酬

制度上は小児ではないので全く小児入院医療管理料が算定できない。未成年の

ＡＹＡ世代の初発のがん患者への支援が必要である。診療報酬上の評価を厚生

労働省に要望していかないといけない。ＡＹＡ世代の長期フォローアップだけ

でなく未成年の初発のがん患者への支援について，もっと議論を深めてもらい

たい。 

 

委員 前にもお願いしたが，生活習慣病，禁煙について学校保健の中で小学生，中

学生からの教育が非常に大事である。全県の小学生，中学生に実施するには莫

大なエネルギーがいるが，文部科学省が示すテキストにより各学校医，養護教

員，看護師を講師としてガイドラインに沿ってがん教育を進めていきたいと考

えている。 

 

委員 就労支援についてであるが，ハローワークは国の機関なのでしっかり連携し
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ていかないといけないが，社会保障関係の制度が変わってきており，生活困窮

者自立支援法が平成 27 年にスタートし，福祉事務所を設置する市町は雇用対

策を実施することになった。例えば広島市の雇用推進課において雇用対策を実

施している。有名なところでは大阪府豊中市がハローワークでは就労が困難な

者に対する相談支援の中でがん患者に対しても支援している。「支援付就労」

支援といって，その人に寄り添いケースマネジメントをしながら就労支援の計

画を立てるという取組を実施しているが参考にする価値はあるのではないか

と思う。 

 

委員 私はがん患者への支援を 17 年，電話相談を 9 年実施してきたが，私と関わ

る人はある程度の知識のある人であった。認知症サポーター養成講座という

1.5 時間の講座であるが非常に分かりやすかった。がん患者の立場に立つ，意

識するということは問題がありそうな感じがしている。全ての人ががんに関す

る知識を持つことが一番大事であり，知識が無いままに小林麻央さんのブログ

を見て自分のことと一緒にして考えている人が世の中には非常に多くいる。学

校教育におけるがん教育も大事であるが県民にがんに関する講座を受講して

もらい最低限の知識をつける取組について県で実施することはできないか。 

 

委員長 第 3 次広島県がん対策推進計画骨子案については皆さんからの意見を踏ま

え修正し，委員長の一任により決定する。（委員了承） 

 

（閉会） 
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